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○
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
三
号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
十
三
条
第
二
項
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
、
第
三
項
第
一
号
、
第
四
十
四
条
の
九
及
び
第
四
十
四
条
の
十
二
第
二
項
、
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
十
四
条
の
五
第
二
項
、
第
三
項
第
一
号
、
第
四
十
四
条
の
九
及
び
第
四
十
四
条
の
十
二
第
二
項
並
び
に
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十

五
号
）
附
則
第
二
条
に
基
づ
き
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
九
日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

丹
野
美
絵
子

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分

の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
第
三
者
提
供
に
係
る
事
前
の
通
知
等
）

（
第
三
者
提
供
に
係
る
事
前
の
通
知
等
）

第
七
条

［
略
］

第
七
条

［
同
上
］

２

法
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法

２

法
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法

の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
（
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

一

個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
個

届
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

人
情
報
保
護
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
届
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法

る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

）
を
使
用
す
る
方
法

二

［
略
］

二

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

（
第
三
者
提
供
の
事
前
の
届
出
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条

削
除

第
二
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
定
め
る
ま
で

の
間
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
及
び
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を



- 3 -

記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

代
理
人
に
よ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
の
届
出
書

に
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

第
三
条
～
第
七
条

［
略
］

第
三
条
～
第
七
条

［
同
上
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



- 11 -

（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
個
人
情
報
保

護
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前
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（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九

年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


